
第5号様式(第7条関係) 

 

会議録 

会議の名称 令和２年度第４回清須市保健福祉計画策定委員会（障害者部会） 

開催日時 
令和３年３月１日 月曜日 

午後１時から１時３６分まで 

開催場所 清洲総合福祉センター ２階 第１会議室 

議題 
第６期清須市障害福祉計画・第２期清須市障害児福祉計画素案につい

て 

会 議 資 料 

策定委員会名簿 

次第 

資料１ パブリック・コメントの結果概要 

資料２ 第６期清須市障害福祉計画・第２期清須市障害児福祉計画案 

公 開 ・ 非 公 開 の 別 

(非公開の場合はその理由) 
公開 

傍 聴 人 の 数 

(公開した場合) 
０人 

出 席 委 員 
時田委員、太田委員、田中委員、渡辺委員、髙橋委員、伊藤委員、石

原委員、加藤委員、近藤委員、山村委員（オブザーバー） 

欠 席 委 員 １人 

出 席 者 ( 市 ) 永田市長 

事 務 局 

〔健康福祉部〕 

河口部長 

〔社会福祉課〕 

鹿島社会福祉課長、早川障害福祉係長、早川主任、村瀬主事 

会 議 の 経 過 

１ 開会 

（事務局） 

定刻となりましたので、ただ今より令和２年度第４回清須市保健福

祉計画策定委員会（障害者部会）を開催いたします。私は本日司会を

務めさせていただきます健康福祉部社会福祉課長の鹿島でございま

す。少々お時間をいただくため、恐縮ですが着座にて進行させていた

だきますので御容赦ください。 

はじめに、委員の出席状況について御報告いたします。本日は副部

会長の山口委員が所用により御欠席との御連絡をいただいておりま

す。また、加藤委員においては所用により遅れるとの御連絡をいただ

いております。途中からの御参加になります。 

また、永田市長ですが本日他の公務が入っており、そちらが終わり

次第こちらの会場に向かうため、１時半頃からの出席となります。本

来であれば議事に入ります前に永田市長から御挨拶申し上げるところ

ですが、次第３の報告の後市長から御挨拶を申し上げますので、悪し

からず御了承ください。 

では、これより議事に入りますが、ここで議事運営についてお願い

を申し上げます。会議での発言方法ですが、発言していただく際には

必ず挙手をしていただき、部会長の指名を受けた後、係の者がマイク

をお持ちしますので、マイクを通じて御発言をしていただくという形

でお願いしたいと存じます。 



それでは、この後の会議の進行は、時田部会長にお願いしたいと存

じます。よろしくお願いいたします。 

（時田委員長） 

 議事に入る前に、会議録署名委員の指名を行います。 

本日の会議録の署名委員は前回の策定員会に引き続き、座席順で

加藤委員と近藤委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願

い致します。 
 

２ 議事 

（時田委員長） 

それでは本日の議事に入ります。 

議事⑴「第６期清須市障害福祉計画・第２期清須市障害児福祉計

画素案」について事務局から説明をお願い致します。 

 

（事務局） 

 【資料１及び資料２を説明】 

 

（時田部会長） 

ただ今事務局から説明がありましたが、御意見、御質問があれば

よろしくお願い致します。 
 

（太田委員） 

 はい。 

 

（時田部会長） 

 太田委員、お願いします。 

 

（太田委員） 

心身障害者福祉協会の太田です。早川さんに御説明いただきました

が質問があるので教えてください。 

１３～１５ページで１８歳未満の手帳所持者数の数字を括弧で入れ

ていただいてありがとうございます。私達協会ではこういう数がとて

も役に立つので、ありがとうございました。それで質問ですが、なぜ

精神障がい者については２０歳未満ということなのでしょうか。児童

福祉法における児童で１８歳未満と考えてみるとよく分からないので

すが。お願いします。 

 

（事務局） 

 御質問ありがとうございます。 

精神障がい者については、御指摘のとおり２０歳で区切っておりま

すが、これにつきましては、従来社会福祉課の方では２０歳で区切っ

て統計を取っておりましたので、今回もそれを踏襲して２０歳で記載

をしております。以上です。 

 

（太田委員） 

１８歳未満の方もみえないことはないのですが、療育手帳との関係

で重なっているということもあるでしょうからなぜかなと思いまし

て。だいたいの数がわかりますので、ありがとうございました。 

 

 



（事務局） 

１８歳で区切って数値が出せるのかどうか、私の方も担当に確認さ

せていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

（時田部会長） 

よろしいですか。あとはよろしかったですか。 

山村委員お願いします。 

 

（山村委員） 

清須保健所山村です。聞き漏らしたかもしれませんので確認をさせ

てください。パブリック・コメントのところですが意見が中身に精通

するものですので、しっかりお読みになった上での意見かと思います。 

この８件の実数と言いますか、８人で８件だったのか２人で８件

だったのか、分かりましたら。 

 

（事務局） 

３人で８件です。 

 

（山村委員） 

 はい、ありがとうございます。 

 

（時田部会長） 

 その他、よろしいでしょうか。はい、事務局お願いします。 

 

（事務局） 

 もし、山村委員の方で先ほどの精神障害者の手帳の話で、以前は

保健所の方で所管をされていたと承知しておりますので、もしその

ようなところで何か御見識があれば教えていただきたいと思いま

すがいかがでしょうか。 

 

（山村委員） 

一度確認します。 

 

（事務局） 

承知しました。精神障害者保健福祉手帳につきましては、今は市町

村で事務を行っておりますが、権限移譲がございまして、その前まで

は保健所さんで取扱いをしていただいていたところです。 

厚生労働省に報告する際に障がい児という形のものにつきまして

は、細かなところで取扱いが分かれているところがあります。精神障

がいについては、我々の方に来た時点から２０歳以上２０歳未満とい

う形に分けたと思いますので、そこはしっかりとお調べして皆様方に

御報告したいと思います。もうしばらくお時間をいただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

（時田部会長） 

太田委員、そういうことですのでよろしくお願いいたします。その

他、何かございますでしょうか。 

よろしいですか。 

御質問がないようですので、皆様にお諮りをしたいと思います。本



件に関しまして、本日の協議内容を踏まえた上で皆様方に御承認をい

ただくということでよろしいでしょうか。 

 

＜「異議なし。」の声＞ 

 

（時田部会長） 

ありがとうございました。 

「異議なし。」と認めます。 

それでは、これにて本日の議事については終了いたします。 

議事進行に際し、委員の皆様の御協力に感謝を申し上げ、事務局

へお返しいたします。 

 

（事務局） 

時田部会長、どうもありがとうございました。 

それでは次第の「３ 報告」に移ります。 

これまでの策定委員会（障害者部会）の計画について、清須市保健

福祉計画策定委員会（障害者部会）の部会長の時田部会長から永田市

長へ報告していただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

（時田部会長） 

報告書 

清須市保健福祉計画策定委員会障害者部会において、別添のとおり、

第６期清須市障害福祉計画・第２期清須市障害児福祉計画を取りまと

めたので報告します。 

 

令和３年３月１日 

清須市長 永田 純夫 様 

清須市保健福祉計画策定委員会 障害者部会 部会長 時田 榮一 

 

（事務局） 

時田部会長、永田市長 ありがとうございました。 

ここで、永田市長から御挨拶申し上げます。 

 

（永田市長） 

挨拶 

 

（事務局） 

 委員の皆様におかれましては、コロナ禍の中、４回に渡り長時間の

御審議を賜りまして、誠にありがとうございました。 

本日御報告いただきました「第６期清須市障害福祉計画・第２期清

須市障害児福祉計画」につきましては、後日製本し、概要版ともに、

委員の皆様方のお手元に届くよう手配したします。 

これをもちまして、令和２年度第４回清須市保健福祉計画策定委員

会（障害者部会）を終了いたします。皆様方どうもありがとうござい

ました。 

問 合 せ 先 
健康福祉部 社会福祉課 

電話 ０５２－４００－２９１１（内線１５５１） 

 会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署名する。 

 

 



署 名 委 員  近藤 浩之 

 

署 名 委 員  加藤 裕 

 

 


